
四国厚生支局は
地域包括ケアシステムの構築を推進します

～ 地域包括ケア推進課の業務について ～

四国厚生支局
Shikoku Regional Bureau of Health and Welfare

厚生労働省

【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会 行政説明１ 四国厚生支局】



 団塊の世代（約800万人）が75歳以上となる2025年（令和7年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さら
に増加することが見込まれています。

 このため、厚生労働省では、2025年（令和7年）を目途に、重度な介護状態になっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される体制の構築を推進しています。

 この必要な支援が一体的に提供される体制を「地域包括ケアシステム」といいます。

 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地
域包括ケアシステムの構築が重要です。

地域包括ケアシステムとは？

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以
内に必要なサービスが提供される日常生活
圏域（具体的には中学校区）を単位として想
定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
病院：
急性期、回復期、慢性期

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

病気になったら･･･

医 療 地域包括ケアシステムの姿

■施設・居住系サービス
・介護ｔ老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等
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地域包括ケア推進課の業務

県に対する支援業務を行うことを基本として行います

〔四国厚生支局の基本的な業務スタンス〕
 四国厚生支局は、県と連携しつつ、市町村における取組を推進・支援します。

※地域包括ケアシステムの構築は、市町村が行います。県は広域的な見地から市町村を支援しています。

 具体的には、ブロック組織である強みを活かし、四国管内の情報の集積や発信、助言など、管内の市町村における地域包括
ケアシステムの構築に関する支援を行います。

四国管内の地域包括ケアシステムの構築

徳島県 香川県 愛媛県 高知県
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徳島県内
市町村

香川県内
市町村

愛媛県内
市町村

高知県内
市町村

情報 助言等 情報 情報 助言等情報助言等

四国厚生支局

（県・市町村の取り組みを支援

助言等情報

【全国】

助言等

【本省】

情報の横展開

情報 情報共有

情報の横展開



○ 管内市町村の地域支援事業の取組状況の把握
○ 先行事例の収集
○ 管内市町村との意見交換や事例発表を行うセミナー
の開催

○ 地域支援事業交付金に関する業務（交付申請・実績報
告の取りまとめ等）

○ 総合事業の推進に係る厚生労働省職員の派遣(伴走
支援) 

地域支援事業に関する業務

○ 認知症施策推進大綱等の普及・啓発
○ 管内市町村の認知症施策の実施状況の把握、助言、
支援

認知症施策に関する業務

※地方厚生（支）局地域包括ケア推進課が行う業務については、令和3年3月31日老発0331第16号老健局
長及び保発0331第12号保険局長通知で示されている

地域包括ケア推進課の業務

○ 介護従事者確保分、施設等整備分に係る基金残高、執
行状況に係る調査、事業見込み量（所要額）に係る調査
等により、実施状況や課題等を把握し、県に対する必要
な助言及び支援を行う。

〇 交付決定

主な業務内容（令和３年度）

地域医療介護総合確保基金（介護分）に関する業務

○ 市町村及び県が作成する介護保険事業（支援）計画に
関する進捗状況、作成にあたっての課題等を県を通じて
把握し、課題のある市町村及び県に対して必要な助言及
び支援を行う。

介護保険事業（支援）計画に関する業務
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地域支援事業に関する業務

 市町村が地域の実情を踏まえた地域支援事業を円滑に実施できるよう、必要な支援を行います。
〔主な業務内容〕
・ 定期的な実施状況の把握や先行事例の把握、分析及びその結果を踏まえた情報共有、助言等

4

地域支援事業の取組状況の把握・事例収集

 情報共有及び連携を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナーの実施を行います。

セミナーの実施

○令和２年度移動支援セミナー
共催;四国運輸局

○地域の資源を活用した地域包
括ケアシステムの推進に関する
フォーラム

参加協力:四国経済産業局

○認知症の方の社会参加・就労
等について考えるフォーラム

自治体における

地域包括ケアシステム推進に係る
困りごとNo.1

※令和２年度四国厚生支局老人保健健
康増進事業調べ

認知症の人の社会参
加について教えて欲

しいなぁ

民間企業のサービスを
介護予防に使ったり、
業務改善に利用出来

ないかなぁ
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介護予防・日常生活支援総合事業等の充実のための厚生労働省職員派遣について

取組風景

丸亀市

観音寺市

市町村支
援を具体的
にどうすれ
ばよいか。

庁内外の関係
機関をどう巻き
込めばよいか。

元気な高齢
者を増やし
たい。



 実施状況の把握、助言、支援を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナー等の実施を行います。

認知症施策に関する業務

 認知症施策推進大綱等の認知症施策について、普及・啓発に関する取組を行います。

認知症施策の実施状況の把握、助言、支援

認知症施策推進大綱等に関する普及・啓発
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○国の地方支分部局職員を対象
とした認知症サポーター養成講座
（高松合同庁舎）

○認知症セミナー ○四国厚生支局管内若年性認知
症施策担当者等会議

ロバ隊長
（認知症サポーター
キャラバンマスコット）

参加:香川労働局
四国経済産業局
四国地方整備局
四国運輸局

参加:中国四国農政局
香川労働局
四国経済産業局
四国地方整備局

参加:香川労働局
中国四国農政局
四国地方整備局
四国運輸局
他８部局



介護保険事業（支援）計画に関する業務
 介護保険法に基づき、市町村は介護保険事業計画を、県は介護保険事業支援計画を３年を１期として 作成することになってい

ます。

現在、令和３年度から令和５年度にかかる第８期介護保険事業（支援）計画が策定されており、
この計画に基づく取組の進捗状況、目標の達成状況や計画の推進にあたっての課題等について、
管内の県を通じて把握し、県等に対する必要な助言及び支援を行うこととしています。

〔主な業務内容〕
・ 第８期介護保険事業計画等についての県に対する助言等

都道府県介護保険事業支援計画

・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための指針

国の基本指針

・区域の設定
・各年度における種類ごとに介護サービス量の見込
・各年度における地域支援事業の量の見込 等

市町村介護保険事業計画

・区域の設定
・市町村計画を踏まえて、介護サービス量の見込
・各年度における必要定員総数 等

保険料の
設定

基盤整備
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地域支援事業交付金
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○ 地域支援交付金は、保険者である市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合等を含む。以下同じ。）が、地域支援事業
を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日
常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画によ
る日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することを
目的として交付を行うもの。

交付 交付

申請申請

厚生労働省
（四国厚生支局）

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

※住民に最も身近な基礎的
自治体であり、地域の実情
に併せた対応が可能である
ことから、市町村を保険者と

している。

四国に所在する
市町村

審査 審査

国 都道府県
保険者

（市町村）※



国（四国厚生支局）

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県に設置。
各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。
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事業例:介護人材確保対策連携強化事業、介護未経験者に対する研修支援 等



参考資料

•地域支援事業の概要等

•地域医療介護総合確保基金の概要等

•地域共生社会

10



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料
27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険制度

地域支援事業の全体像
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○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、
市町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業
① 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務
※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお

いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。

【事業費の上限】

① 介護予防・日常生活支援総合事業

○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 包括的支援事業・任意事業

○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、

その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

１号
２３％

２号
２７％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．２５％

都道府県

１９．２５％

国
３８.５％

地域支援事業の概要

1,980億円 （990億円）

1,902億円 （951億円）

うちイ、社会保障充実分
534億円 （267億円）

（財源構成の割合は第７期以降の割合）
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
○ 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で
貸し付ける目的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して支援を行う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小

規模なケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模な特定施設（介護付き有料老人ホーム）、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型デイサービスセンター、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支
援ハウス（離島・奄美群島・山村・水源地域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る）、緊急ショートステイ、施設内
保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

○ 上記対象施設を合築・併設を行う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を行う。
○ 空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について支援を行う。
○ 介護離職ゼロ50万人受け皿整備と老朽化した特別養護老人ホーム等の広域型施設の大規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)
を整備する際に、あわせて行う広域型特養等の大規模修繕・耐震化について支援を行う。＜令和５年度までの実施＞
※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設（介護付き有料老人ホーム）（いずれも定員30人以上の広域型施設を含む）

２．介護施設の開設準備経費等への支援
○特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、大規模修繕時を含む）に要する経費の支援を行う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行うロボット・センサー、ICTの導入に限る。＜令和５年度までの実施＞
※通いの場の健康づくりや防災に関する意識啓発のための設備等についても支援を行う。

○ 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増大に対応するため、訪問看護ステーションの大規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費用等につ
いて支援を行う。

○ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための一時金の支援を行う。

○ 施設整備候補地（民有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の支援を行う。また、土地所有者と施設整
備法人のマッチングの支援を行う。

○ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員用の宿舎の整備＜令和５年度までの実施＞に対して支援を行う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
○ 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室における多床室のプライバシー保護のための改修費用について支援を行う。

○ 特別養護老人ホーム等のユニット化に係る改修費用について支援を行う。

○ 介護療養型医療施設等の老人保健施設等（介護医療院を含む）への転換整備について支援を行う。

○ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修費用について支援を行う。

○ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について支援を行う。

対象事業

※１～３を行う施設・事業所等が、特別豪雪地帯又は奄美群島・離島・小笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の
整備を促進するための支援を行う。

令和３年度予算：公費618億円（国費412億円）
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介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援
（地域医療介護総合確保基金）

■事業内容
介護施設等において、感染が疑われる

者が発生した場合に、感染拡大のリス
クを低減するためには、ウイルスが外
に漏れないよう、気圧を低くした居室
である陰圧室の設置が有効であること
から、居室に陰圧装置を据えるととも
に簡易的なダクト工事等に必要な費用
について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
１施設あたり：432万円×都道府県が認
めた台数（定員が上限）

※ 令和２年度第１次補正予算から実施

〇 介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、①多床室の個室化に要する改修費、②簡易陰圧装置の設
置に要する費用、③感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費用を支援する。

② 簡易陰圧装置の設置に要する費用

■事業内容
事業継続が必要な介護施設等において、

感染が疑われる者が複数発生して多床
室に分離する場合に備え、感染が疑わ
れる者同士のスペースを空間的に分離
するための個室化（※）に要する改修費に
ついて補助
※可動の壁は可
※天井と壁の間に隙間が生じることは不可

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
１定員あたり97.8万円

※ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金で
実施していた事業を移管

① 多床室の個室化に要する改修費

《多床室》 《個室化》

■事業内容
新型コロナウイルス感染症対策として、

感染発生時対応及び感染拡大防止の観
点からゾーニング環境等の整備に要す
る費用について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助上限額
① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設
置によるゾーニング：100万円/箇所

② 従来型個室・多床室のゾーニング：600万
円/箇所

③ ２方向から出入りできる家族面会室の整
備：350万円/施設

※ 令和２年度第３次補正予算から実施

③ 感染拡大防止のためのゾーニング環
境等の整備に要する費用

共同生活室

通
路

個
室

個
室

個
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イ
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個
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玄関室


個
室

個
室
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レ

個
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ト
イ
レ

個
室

食堂 浴室

ト
イ
レ

個
室

個
室

ユニット

入口にｲｴﾛｰ

ｿﾞｰﾝ(玄関室)

を整備

通路　　　　　

トイレ
個
室

4人
部屋

個
室

トイレ

個
室

個
室

4人
部屋

洗面所 洗面所

4人
部屋

洗面所
・

ｼｬﾜｰ室

4人
部屋

動線分離し、ゾーニング

ﾄｲﾚ・洗面所

・ｼｬﾜｰ室を

整備

4人

部屋

施設内の玄関又は

外部から出入

● ○

アクリル板等

施設内から

出入

家族面会室

入所者

家族

※ 機動的に支援できるよう、新型コロナウイルス発生後、かつ、緊急的に着手せざるを得なかった事業に限り、内示日前のものも補助対象

令和３年度予算：公費618億円の内数（国費412億円の内数）
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地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保分）事業一覧
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地域共生社会
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総務省「デジタル活用支援推進事業」等について

令和３年１２月

総務省四国総合通信局
情報通信振興課

ARIUQ
テキスト ボックス
【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会　行政説明２　四国総合通信局】



1デジタル活用支援推進事業 1

● デジタル社会の形成に当たり、民間企業や地方公共団体等と連携し、デジタル活用に不安のある高齢者等

の解消に向けて、オンラインによる行政手続やサービスの利用方法に対する助言・相談等の対応支援を行う

「講習会」を、全国において実施。

令和４年度要求額 25.0億円
（令和３年度当初0.7億円、令和２年度３次補正11.4億円の内数）

（事業主体） 民間企業（携帯キャリア、地元ICT企業、
社会福祉協議会、シルバー人材センター等）等

（事業スキーム） 補助事業（間接補助）
（補助対象） 講習会等の実施に係る人件費、委託費、

その他諸経費（機器・機材等費用、会場借料、通信費、旅費、
消耗品費、印刷製本費等）等

（補助率） 定額補助
（計画年度） 令和３年度～令和７年度

国
(総務省)

執行団体

事業実施団体から
の交付申請の

評価・交付決定

事業実施団体
（携帯ショップのスマホ教室等）

交付決定
直接補助

交付決定
間接補助 高齢者等の身近な場所で、

行政手続きや利用ニーズの
高い民間サービスの利用方
法の助言・相談

（説明・相談の例）
・マイナポータルの使い方
・オンラインによる診療や予約 等

• 令和４年度以降は、携帯ショップがない市町村への
講師派遣を含め、令和３～７年度の５年間で
延べ1,000万人の参加を目指して取組を充実化。



2デジタル活用支援推進事業

デジタル活用支援員派遣

地域の担い手となる、高度なスキルを
有する「デジタル活用支援員」を育成し、
全国津々浦々に支援員を派遣して
支援を実施

○全国における支援
携帯ショップ等における講習会等、都市部を中心に全国に拠点を有する全国展開型

○地域に根差した支援
①講習会(地域連携型)： 地方公共団体と連携して、公民館等の公共的な場所で実施する地域連携型
②デジタル活用支援員派遣：講習会(地域連携型)等でカバーできない地域含めて全国津々浦々に支援員を派遣

携帯キャリア等（都市部等）

既に講習会等を行う拠点を全国に
有しており、当該拠点で支援を実施
する主体（携帯キャリア・携帯ショッ
プを想定）

地方公共団体と連携して、公民館等
の公共的な場所で支援を実施する主
体（地元ICT企業、社会福祉協議会、
シルバー人材センター）

講習会(類型A：全国展開型)

地域に根差した支援（地方）

講習会(類型B：地域連携型)

（説明・相談の例）
• マイナンバーカードの申請方法 マイナポータルやe-Tax、オンライン診療の使い方
• スマートフォンの基本操作 インターネットの利用方法 等

＊赤字部分：
令和４年度 拡充要求部分



3

○ 総務省デジタル活用支援推進事業として、四国管内では「全国展開型」約80箇所及び「地域連携型」11地域で講習会開催。

○ 「地域連携型」では、R2の実証に参加した体制を活用するもの、CATVが協力関係にある地域のICT人材を活用するもの、
社会福祉協議会が外出困難な高齢者等にも対応する「訪問型講習会」等を実施するもの、村のデジタル化事業（スマートフォン
普及促進等）と連動するものなど、それぞれ特徴ある形で事業が実施される。

事業実施主体 連携自治体（実施地域） 支援員（講師） 講習会開催場所

株式会社愛媛ＣＡＴＶ 愛媛県 東温市
スマートフォン教室等の講師の経験者やパソコン教室を生業
としている地元の方（愛媛CATVと協力関係）を活用。

愛媛ＣＡＴＶのショップや東温市中央公民館、川内公民
館等

社会福祉法人東みよし町
社会福祉協議会 徳島県 東みよし町

社会福祉協議会職員が支援員となり、アシスタントとしてアク
ティブシニア地域活動支援センターの「生きがいづくり推進員」
を活用。

三加茂老人福祉センター、ふれあい健康館
外出が困難な高齢者等に細やかに対応する「訪問型
講習会」も実施（ふれあいいきいきサロン拠点10箇所）

株式会社タケダ
【携帯ショップ運営会社】 香川県 高松市

同社運営の携帯ショップ店員から、自治体でのスマートフォン
教室実施実績のある者が対応。

木太、浅野コミュニティセンター、リビングカルチャー
センター等

公益社団法人松山市
シルバー人材センター 愛媛県 松山市

シルバー人材センター所属会員及び職員（令和２年度実証で
養成された者を含む）。スマートインクルージョン活動推進協
議会（同実証参加）が支援員をバックアップ。

久米公民館、中島公民館、北条公民館、松山市ハーモ
ニープラザ 等

株式会社モバイルコム
【携帯ショップ運営会社】

愛媛県松山市、今治市、
宇和島市、新居浜市、
西条市、四国中央市、
松前町

携帯ショップにて日常的に顧客対応を行っているスタッフから
経験豊富でスキルの高い者を登用（同社正社員）。チームを
編成し統括を置く。

公民館（松山市、今治市、宇和島市、新居浜市）、
市民文化ホール・市役所内（四国中央市）、総合文化
センター・総合福祉センター（松前町） 等

合同会社ショープロジェクト 高知県 日高村
日高村が実施する「村まるごとデジタル化事業」*と連携
（KDDI（全国展開型事業者）も協力）。支援員のアシスタントと
して村認定の共助サポーター「スマ友」を活用。

デジタル共助ステーション（スマ友ステーション）及び
公共施設

＊村がKDDI㈱、㈱チェンジと包括的連携協定を締結。スマートフォン普及促進活動や防災・健康等のアプリの利用促進を通じて、2021年度中に住民のスマートフォン普及率100%の実現を目指す。

＜四国管内「地域連携型」の実施主体・実施地域＞

デジタル活用支援推進事業 令和３年度 四国における取組状況 3

（出典： 報道資料等より四国総合通信局 作成）



4

徳島県東みよし町の例（社会福祉協議会）

令和３年度 四国における取組状況～「地域連携型」の例



5地方公共団体による独自の取組の推進

○公民館等で地域おこし協力隊等を
講師とした出張講座の開催や相談対
応の実施などのアウトリーチ型支援

○地域の担い手等のスタッフによる
サポートを受けられる場づくり

○地域住民のデジタル活
用支援を担う地域おこし協
力隊等の登用による支援
体制充実

（講座内容）
• デジタル機器や基本
アプリの使用法

• ぴったりサービスを利
用した行政手続のオ
ンライン申請方法 等

【取組のイメージ】
• 毎週●曜日■時~▲時、「デジタルふれあい

カフェ」を開催
• 会場は地域の拠点施設や飲食店等
• スタッフとして、地域の携帯ショップ等のスタッフ

や学生等住民からボランティアを募集
• スタッフによる支援、参加者同士の教え合い
• Wi-Fiを設置、また、参加者自らスマホ決済

での購入体験

国事業の枠組みの活用

地域におけるデジタル活用支援の取組例

※ このほかにも、地域の民間事業者やNPO等への委託、住民に身近な各種団体との連携、地域活性化起業人（企業人材派遣制度）の活用による実施

○講座の講師となる者や相談対応をする者の育成のため、国事業の研修の受講や講師用教材の活用
○地方公共団体からの依頼に基づく、国事業の講師の派遣
○国事業において作成する、一般の受講者向けの教材・動画の活用
○近隣の携帯電話ショップ等において国事業の講座等が実施される場合の周知広報の協力

デジタル
ふれあい
Cafe

＜地域運営組織等による場の設定＞

（講師）
• 地域おこし協力隊、
集落支援員（OB・
OG含む）等

• 民間事業者等から
の派遣

【参考】 地域社会のデジタル化を強力に推進するため、
地方財政計画に「地域デジタル社会推進費」を2,000億円計上

連携



6国補助事業（デジタル活用支援推進事業）の教材等

https://www.deji-katsu.jp/teaching-materials-and-videosデジタル活用推進支援推進事業 ポータルサイト→ 「標準教材・動画」



7デジタル活用支援に関する全体構想 （令和３～７年度） 7

 総務省 デジタル活用支援推進事業

• 全国の携帯キャリア（携帯ショップのスマホ教室）や、地域ICT企業、福祉団体、自治体と積極的に連携。
• 令和３年度は全国2,300箇所以上の拠点（携帯ショップ約2,100箇所、地域のICT企業等で約200箇

所）において講習会を開催予定。
• 令和４年度以降は、携帯ショップがない市町村（817市町村）への講師派遣を含め、令和３～７年度
の５年間で延べ1,000万人の参加を目指す（開催箇所数 5,000箇所、支援員数１万人）。

 国民運動としての取組
• 「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を達成するため、総務省の事業に加えて、他府省・地方公共

団体・教育機関・NPO法人等と連携し、国民運動として、若い世代が高齢者に教えることや、高齢者が気軽
に何でも相談したり教えあうことができる場の提供といった幅広い取組を積極的に促していく。

• 地方公共団体、高齢者団体、商工団体、農業団体、町内会・自治会、NPO法人などの様々な地域の担
い手の積極的な取組を後押し。地域における多様な「支援員」の育成・確保。

 周知広報
• 高齢者への影響力が大きいテレビ・ラジオによる政府広報の活用（10月1日、22日放送）
• デジタルの日（令和3年は10月10日、10月11日）を「みんなでデジタル活用を学ぶ日」と位置づけ、

デジタル庁と連携して国民運動として盛り上げるとともに、全国多くの場所で一斉に講習会等を開催する。

※スマートフォン等を利用できない60歳以上の高齢者の推計値 ⇒ 4,362万人中 2,022万人（令和3年1月 内閣府世論調査）
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参 考

地域課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証

医療・ヘルスケア分野の事例



9へき地診療所における中核病院による遠隔診療・リハビリ指導等の実現

請負者 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 愛知県新城市 コンソーシアム
（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、（株）NTT
ドコモ、新城市民病院、新城市、名古屋大学、ニプロ
(株)

地域課題等 予防医療を担う医療従事者（総合診療医、リハビリ専門医、リハビリ専門職等）の不足、山間部等のへき地へ医療
従事者を派遣する負担の増加

実証概要

課題実証：①診療所における中核病院の医師によるテレビ通話を用いた問診やウェアラブルカメラ等による超音波画像
検査等の遠隔診療に関する実証、②遠隔リハビリ指導に関する実証、③４Kカメラやウェアラブルカメラ等を用
いた遠隔からの摂食嚥下指導に関する実証 等

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施するとともに、
ローカル5Gとキャリア5Gの準同期運用を含めた共用検討等を実施。

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：NSA構成
利用環境：屋内（病院・診療所・集会所）

高精細映像を用いたリハビリ指導

被験者

②遠隔リハビリ指導

看護師
（視線用アクションカメラ装着）

4K

４K接写用カメラ

4K

遠隔指示用カメラ
遠隔診療による問診・超音波画像検査

①遠隔診療(問診) 

モバイル超音波画像
診断装置

看護師
（視線用アクションカメラ装着）

被験者

4K

遠隔指示用カメラ

4K

４K接写用カメラ

高精細映像を用いた摂食嚥下指導
③遠隔摂食嚥下指導

4K

遠隔指示用カメラ

4K

４K接写用カメラ

被験者

接写・全体映像
（遠隔指導）

スクリーニング調査

被験者
（住民）WEBアンケート

研
究
機
関

診
療
所

中
核
病
院

5G

問診及びプローブ映像・エコー画像の確認
（遠隔診療(問診) ）

総合診療科医

遠隔診療
支援システム

住民の健康状態を評価

※本事業はキャリア5Gにより評価

集
会
所



10専門医の遠隔サポートによる離島等の基幹病院の医師の専門外来等の実現

請負者 株式会社NTTフィールドテクノ 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 長崎県長崎市、五島市 コンソーシアム
（株）NTTフィールドテクノ、長崎県、国立大学法人
長崎大学病院、長崎県五島中央病院、社会福祉法
人なごみ会、医療法人井上内科小児科医院

地域課題等 急速な高齢化に伴う高齢者施設や在宅での定期的な診療やケアを必要とする患者の増加

実証概要

課題実証：①離島等の基幹病院における、スマートグラスや4Kカメラ映像を介した専門医の遠隔サポートによ
る高度専門医療提供に関する実証
②離島等の医師が常駐していない高齢者施設における、スマートグラス映像を介した看護師による
遠隔診療・ケアサポートに関する実証

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施すると共
に、アップリンク/ダウンリンク比の検討や機器構成の要件検証を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（病院）

診療科別専門医による遠隔サポート

①専門医の遠隔サポートによる高度専門医療の提供
長崎大学病院

手術・救急医療（模擬）

五島中央病院（基幹病院）

4Kカメラ

スマートグラス

L5G専門外来

医師患者
4Kカメラ スマートグラス

L5G

現場医師がスマートグラスや4Kカメラの映
像をリアルタイムに送信

スマートグラスや4Kカメラを介してリアルタイム
にモニタリング

医師による遠隔サポート

井上内科小児科

嘱託医による遠隔サポート

②高齢者施設等における遠隔診療・ケアサポート

スマートグラス

高齢者施設L5G

スマートグラスを介した映像・音声を支援医師と共有し、高度なケアをサポート
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サーバールーム

中核病院における５Ｇと先端技術を融合した遠隔診療等の実現

請負者 特定非営利活動法人滋賀県
医療情報連携ネットワーク協議会 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 滋賀県高島市 コンソーシアム

（特非営利）滋賀県医療情報連携ネットワーク協
議会、大津・湖西医療圏地域医療情報連携ネット
ワーク協議会、高島市民病院,本多医院、高島保健
所、慶應義塾大学、(株)情報通信総合研究所、日
本通信(株)、TXP Medical(株)、KPMGコンサル
ティング(株)

地域課題等 中核病院における医療業務の効率化及び病院機能の向上

実証概要

課題実証：①中核病院内・院外におけるリアルタイムな高精細画像情報の共有による遠隔診療や遠隔技術指導、
②AI画像診断による医療現場の働き方改革、③災害時における自営無線通信の確立、災害対策本
部等との情報共有、現場のトリアージ等の支援に関する実証

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施するとともに、
アップリンク/ダウンリンク比の検討や機器構成の要件検証を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（病院）

高島市民病院
（中核病院）

臨時診療機能設置仮設建屋
③災害時の通信確保及び医療支援

高精細カメラ

スマートグラス
・5Gスマホ

モニタ・PC

画像診断センタ

②AI画像診断による
診断支援

手術センター

高精細
カメラ
スマート
グラス

モニタ

院内ローカル
5G圏内

外来救急センター

スマート
グラス

モニタ

高精細
カメラ

①専門医による
遠隔診断支援

5Gスマホ

モニタ

スマートグラス

病棟等

スマート
グラス

①入院患者の急変
時遠隔指導

院内・仮設建屋での
リアルタイム接続による

医療支援

専門医
部門システム等(画像等)

AI画像診断

①専門医による
遠隔手術技術指導

5Gスマホ



再犯の防止等の推進に関する法律 概要 
 

  

国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止
等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、
国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項
を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪
による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とす
る 

 １．目的 （第１条） 

１ 犯罪をした者等 犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であ
った者 

２ 再犯の防止等  犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及
び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。） 

 ２．定義 （第２条） 

１ 犯罪をした者等の多くが、定職・住居を確保できない等のため、社会復帰が困難なことを踏ま
え、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構
成する一員となることを支援する 

２ 犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設に収容されている間のみならず、社会復帰後も
途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるようにする 

３ 犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自
ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要である 

４ 調査研究の成果等を踏まえ、効果的に施策を講ずる 

 ３．基本理念 （第３条） 

１ 国は、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定・実施する責務 
２ 地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に
応じた施策を策定・実施する責務 

 ４．国等の責務 （第４条） 

１ 国及び地方公共団体の相互の連携 
２ 国及び地方公共団体と民間団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保 
３ 国及び地方公共団体から民間団体その他の関係者への情報提供 
４ 民間の団体その他の関係者は、犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱う義務 

 ５．連携、情報の提供等 （第５条） 

国民の関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間（７月）を設ける 

 ６．再犯防止啓発月間 （第６条） 

MYAMAMOTO
テキストボックス
資料１

ARIUQ
テキスト ボックス
【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会　行政説明３　高松矯正管区】
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テキスト ボックス
１



 
１ 政府は、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進計画)を策定(閣議決定) 
２ 再犯防止推進計画において定める事項 
 (1) 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 
 (2) 再犯の防止等に向けた教育・職業訓練の充実に関する事項 
 (3) 犯罪をした者等の社会における職業・住居の確保、保健医療・福祉サービスの利用に係る支

援に関する事項 
 (4) 矯正施設における収容・処遇、保護観察に関する体制の整備等に関する事項 
 (5) その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項 
３ 法務大臣は、関係大臣と協議して、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議請議 
４ 少なくとも５年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要に応じ変更 

 ７．再犯防止推進計画 （第７条） 

都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定める努力義務 

 ８．地方再犯防止推進計画 （第８条） 

政府は、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずる 

 ９．法制上の措置等 （第９条） 

政府は、毎年、政府が講じた施策について、国会に報告 

 10．年次報告 （第 10 条） 

 

 11．基本的施策 

【国の施策】 
  

【地方公共団体の施策】（第 24条） 
国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、上記の施策を講ずる
努力義務 

１ 公布の日から施行 
２ 国は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする 

 12．施行期日等 （附則） 

再犯防止に向けた教育・職業訓練の充実等 

１ 特性に応じた指導及び支援等（第 11条） 
２ 就労の支援        （第 12条） 
３ 非行少年等に対する支援  （第 13条） 

社会における職業・住居の確保等 

４ 就業の機会の確保等   （第 14条） 
５ 住居の確保等      （第 15条） 
６ 更生保護施設に対する援助（第 16条） 
７ 保健医療サービス及び福祉サービスの
提供           （第 17条） 

再犯防止推進の人的・物的基盤の整備 

８ 関係機関における体制の整備等 
（第 18条） 

９ 再犯防止関係施設の整備 （第 19条） 

再犯防止施策推進に関する重要事項 

10 情報の共有、検証、調査研究の推進等 
（第 20条） 

11 社会内における適切な指導及び支援 
（第 21条） 

12 国民の理解の増進及び表彰（第 22条） 
13 民間の団体等に対する援助（第 23条） 

ARIUQ
テキスト ボックス
２



⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備

安全・安心な社会を実現するためには、
再犯防止対策が必要不可欠

① 「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、国・地方公共団体・民間の緊密な連携協力を確保して再犯防
止施策を総合的に推進

② 刑事司法手続のあらゆる段階で切れ目のない指導及び支援を実施

③ 犯罪被害者等の存在を十分に認識し、犯罪をした者等に犯罪の責任や犯罪被害者の心情等を理解させ、
社会復帰のために自ら努力させることの重要性を踏まえて実施

④ 犯罪等の実態、効果検証・調査研究の成果等を踏まえ、社会情勢等に応じた効果的な施策を実施

⑤ 再犯防止の取組を広報するなどにより、広く国民の関心と理解を醸成

再 犯 防 止 推 進 計 画
国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、
今後５年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計画。

５つの基本方針

計画期間 平成30年度から令和4年度末までの５年間

・ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関の
連携の強化

・ 薬物依存症の治療・支援機関の整備、自助グ
ループを含む民間団体への支援

・ 薬物指導体制の整備、海外における拘禁刑に代
わる措置も参考にした再犯防止方策の検討 等

・ 矯正施設内での学びの継続に向けた取組の充実

・ 矯正施設からの進学・復学の支援 等

・ アセスメント機能の強化

・ 特性に応じた効果的指導の充実

・ 効果検証・調査研究の実施 等

・ 更生保護サポートセンターの設置の推進
・ 更生保護事業の在り方の見直し 等

・ 地域のネットワークにおける取組の支援
・ 地方再犯防止推進計画の策定等の促進 等

政府目標（令和3年までに２年以内再入率を16％以下にする等）を確実に達成し、
国民が安全で安心して暮らせる「世界一安全な日本」の実現へ

・ 職業訓練、就労に向けた相談・支援の充実

・ 協力雇用主の活動に対する支援の充実

・ 住居提供者に対する支援、公営住宅への入居に
おける特別の配慮、賃貸住宅の供給の促進 等

再犯防止推進計画策定の経緯

① 就労・住居の確保

③ 学校等と連携した修学支援

⑤ 民間協力者の活動促進、広報・啓発活動の推進 ⑥ 地方公共団体との連携強化

④ 特性に応じた効果的な指導

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進

７つの重点課題と主な施策

平成28年12月、再犯防止推進法が全会一致で成立
外部有識者を含む検討会において検討

再犯防止推進計画（案）を取りまとめ

〔再犯防止に向けた取組の課題〕
刑事司法関係機関だけでの取組には、限界がある

刑事司法関係機関による取組 地域社会での継続的支援 再犯防止

国・地方公共団体・民間が一丸となった取組が重要
超党派の国会議員による法案の検討

検挙者に占める再犯者の割合
48.7％

〔再犯の現状〕
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再犯防止推進計画加速化プラン

（１）現状と課題

⇒出所受刑者の２年以内再入率について、満期釈放者は仮釈放者
の２倍以上の差があり、全体を１６％以下にするという政府目標を
確実に達成し、更に数値を下げるためには、満期釈放者対策は不
可欠

（２）成果目標

（３）成果目標の達成に向けた主な具体的取組
○ 出所後の帰住先の確保を始めとした生活環境の調整の充実強
化と仮釈放の積極的な運用
○ 満期釈放者に対する受け皿や相談支援等の充実

（１）現状と課題
〇 再犯防止の取組を進める地方公共団体が増えつつあり、こうした
動きを更に促進していく必要がある。
〇 再犯防止推進法に基づく地方再犯防止推進計画を策定した地
方公共団体は一部にとどまっている。

（２）成果目標

（３）成果目標の達成に向けた主な具体的取組
〇 地方公共団体に対する各種統計や好事例等の提供
〇 地方公共団体における実施体制の構築のための必要な支援

（１）現状と課題
〇 民間協力者の求められる役割や活動範囲が広がっており、国に
よる支援を一層強化する必要がある。
〇 財政上の問題から、民間協力者による再犯防止活動が限定的
な効果にとどまっていることも少なくない。

（２）現状の課題に対応した主な具体的取組
〇 保護司等民間協力者に対する継続的支援の充実強化
〇 民間資金等を活用した再犯防止活動の促進

１ 満期釈放者対策の充実強化

「再犯防止推進計画」（平成２９年１２月閣議決定、計画期間：平成３０年度～令和４年度）に基づ
き政府一体となって実施している再犯防止施策に関して、より重点的に取り組むべき３つの課題に対応した各種
取組を加速化させるもの。

令和４年までに、満期釈放者の２年以内再入者数を
２割以上減少
※ ２，７２６人（直近5年間の平均）

→２，０００人以下に減少

令和３年度末までに、１００以上の地方公共団体で
地方計画が策定されるよう支援
※ 策定団体数：２２団体（Ｒ１．１０．１現在）

２ 地方公共団体との連携強化の推進

３ 民間協力者の活動の促進

令和元年１２月２３日
犯罪対策閣僚会議決定
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平成２８年１２月に成立，施行された「再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進

法）」に基づき，「地方再犯防止推進計画」を策定する四国内の各県・市町村が増えています。 

県では，本年３月に香川県が「香川県再犯防止推進計画」を策定したことにより，四国４

県全てに地方再犯防止推進計画が策定されました。 

 

 

市町村でも，計画策定が進んでおり，令和３年４月１５日時点で策定を公表している地方

自治体は，下図のとおりです。 

 

  また，徳島市や松山市，高知市など，現在，地方再犯防止推進計画の策定を進めている市

町村も数多くあります。 

  当課は，四国内の全市町村の地方再犯防止推進計画の策定を目指しており，市町村の要望

に応じて，情報提供や計画策定に関する助言等の支援を行っていますので，皆様のご理解・

ご協力を是非よろしくお願いいたします。また，策定に当たってお困り事など，何かござい

ましたら，下記問合せ先までご連絡下さい。 

  次回は，「そもそも『地方再犯防止推進計画』ってなんだ？」という声にお答えすべく，

「地方再犯防止推進計画」について説明します！ 

   

・高知県 高知県再犯防止推進計画（Ｒ１年度～Ｒ５年度） 

・愛媛県 愛媛県再犯防止推進計画（Ｒ２年度～Ｒ５年度） 

・徳島県 徳島県再犯防止推進計画（Ｒ２年度～Ｒ６年度） 

・香川県 香川県再犯防止推進計画（Ｒ３年度～Ｒ７年度） 

高松市 
丸亀市 

小松島市 

阿南市 

室戸市 

香南市 

梼原町 

今治市 

東温市 

西予市 

※  は地域福祉計画等に再犯防止推進計

画を盛り込んでいます。  計１１市町村 

【問合せ先】 

法務省高松矯正管区更生支援企画課  

〒７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 

ＴＥＬ：０８７‐８２２‐４４６０ 

善通寺市 
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高齢受刑者の状況について
（令和２年版犯罪白書から）

高松矯正管区 成人矯正調整官

１ 犯罪の動向

（総数）
・高齢者検挙人員はH20年にピーク（48,805人），以降高止まり（H28年以降減少傾向）

⇒ R1年の高齢者検挙人員は42,463人（前年比5.1％減）
・70歳以上の者はH23年以降高齢者検挙人員の65％以上を占める

⇒ R1年は高齢者検挙人員の72.4％（30,763人）
★高齢者率はH28年以降20％を上回り，R1年は22％となる

（女性）
・女性高齢者検挙人員はH24にピーク（16,503人），以降高止まり（H28年以降減少傾向）

⇒ R１年の女性高齢者検挙人員は13,586人（前年比7.0％減）
・70歳以上の女性はH23年以降女性高齢者検挙人員の70％を超える

⇒ R1年は女性高齢者検挙人員の79.9％（10,857人）
★女性高齢者率はH29年に34.3％に達し，以降低下傾向にあるが，R1年33.7％

２ 刑法犯高齢者の検挙人員の罪名別構成比（男女別）

・R1における高齢者の刑法犯検挙人員の罪名別構成比を男女別に示したもの
・全年齢層と比べて，高齢者では窃盗の割合が高い
⇒ ★特に女性高齢者の90％が窃盗であり，万引きが80％と顕著に高い
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３ 年齢別層別の入所受刑者人員・高齢者率の推移

（全体）
・高齢受刑者の人員は増加傾向にあり，R1年は2,252人（前年比1.4％増）である

⇒ H12年と比べて約2.5倍増加
⇒ 70歳以上の入所受刑者人員の増加が顕著であり，H12年と比べて4.8倍増加

・高齢者率は上昇傾向にあり，R1年は12.9％である

４ 刑事施設における高齢受刑者の処遇について
（令和２年版再犯防止推進白書から）

（一般改善指導とは）
犯罪の責任を自覚させ，健康な心身を培わせ，

社会生活に適応するために必要な知識生活態度
を習得させるための指導
（特別改善指導とは）
改善更生や円滑な社会復帰に支障を来す受刑

者の個別の事情を改善するために行う指導
（薬物依存離脱・暴力団離脱・性犯罪再犯防
止・被害者の視点・交通安全・就労支援）

（高齢受刑者への働き掛け）
改善指導の中で，受刑中の機能低下を防ぐた

めに地方公共団体等の関係機関から作業療法士
等を派遣いただき，高齢受刑者に必要な指導を
展開している。
また，刑事施設では，社会福祉士，介護専門
スタッフ，就労支援専門スタッフ等の高齢受刑
者が円滑に社会復帰するために専門職員を配置
して社会復帰支援を行っている。

さらに，地方公共団体等から認知症サポーター養成研修等の講師を招へいし，刑事施設
職員に対して認知症に関する正しい知識や情報を得るための研修が進められている。

（★再犯防止に向けて）
再犯防止には居場所（住居）

と出番（就労）が不可欠である
が，高齢受刑者にとってはどち
らもハードルが高い。地域社会
の中で生活を送ることになる高
齢受刑者への支援を！
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求職者の皆さまへ

経験豊富なシニア世代の採用に意欲的な企業に対し、ご本人のニー
ズに応じた求人開拓を行います。

特長

１

ご本人の就業ニーズなどに応じて、シルバー人材センターをはじめ
とする関係機関の相談窓口について情報を提供します。

特長

２

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

履歴書、職務経歴書の書き方や面接の受け方、求職活動の方法など
に関して、シニア世代の方に適したガイダンスを実施します。
また、就労のきっかけとなる職場見学、職場体験、各種セミナー等
を実施します。

◆ ガイダンス、職場見学等は、事前の予約が必要な場合があります。

◆「生涯現役支援窓口」の設置場所については、次ページの「生涯現役支援窓口」
を開設しているハローワーク一覧を参照してください。

◆ 詳しいご利用時間については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

全国300カ所のハローワークに「生涯現役支援窓口」を設け、再就職などを目指

す概ね60歳以上の方を対象に、各種サービスを行っています。

｢生涯現役支援窓口｣のご案内

特長

３

65歳以上の方を、重点的に支援します！

シニア世代のための就職相談窓口

「生涯現役支援窓口」の主な特長

シニア世代の方の採用に意欲的な企業
の求人情報を提供します。

多様な就業ニーズなどに応じた情報
を提供します。

シニア世代の方に適した、各種ガイ
ダンス・職場見学等を実施します。

021124
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｢生涯現役支援窓口」を開設しているハローワークのご案内

名 称 所 在 地 電 話 番 号

ハローワーク高松 高松市花ノ宮町２－２－３ 087-869-8609

ハローワーク丸亀 丸亀市中府町１－６－３６ 0877-21-8609

ハローワーク坂出
坂出市京町２－６－２７
坂出合同庁舎２階

0877-46-5545

ハローワーク観音寺 観音寺市坂本町７－８－６ 0875-25-4521
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機密性〇情報（保存期間：1年未満 1 3 5 10 30 年） 〇〇限り 

- 1 - 

★H29～R3 農山漁村振興交付金採択団体（農福連携） 

四国エリア 

 

番号 採択年度 事業団体名 所在地 事業内容 

①  R1 （福祉）洋々会 香川県高松市 ・野菜・水稲の生産拡大 

②  R3 （福祉）徳島県心身障害者福祉会 徳島県上板町 ・しいたけ栽培 

③  R1 （特非）山の薬剤師たち 徳島県鳴門市 ・砂栽培で葉物野菜 

④  H30 （福祉）カリヨン 徳島県石井町 ・蕎麦の生産加工 

⑤  R3 （福祉）徳島県社会福祉事業団 徳島県徳島市 ・野菜/椎茸の６次産業 

⑥  R3 （株）一生 徳島県阿南市 ・イチゴ/ブルーベリー栽培 

⑦  H30 （一般）エンジェルガーデン南国 高知県南国市 ・グァバの生産/お茶の加工 

⑧  R1 （株）いわた農園 高知県高知市 ・しょうがの生産 

⑨  R2 （有）西宮組 高知県四万十町 ・農福連携人材育成 

⑩  H29 (株)パーソナルアシスタント青空 愛媛県松山市 ・加工製品技術ノウハウ取得 
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経済産業省における
ヘルスケア産業施策について

令和３年１２月１４日
四国経済産業局 新事業推進課

【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会　行政説明6　四国経済産業局】



1

• 公的保険外のヘルスケアサービスの活用を通じて、「健康寿命の延伸」と「新産業の創出」を同時に達成し、
「あるべき医療費・介護費の実現」につなげる。

• 具体的には、①生活習慣病等に関して、「重症化した後の治療」から「予防や早期診断・早期治療」、②地域包
括ケアシステムと連携した事業（介護予防・生活支援等）に取り組む。

次世代ヘルスケア産業の創出に向けたコンセプト



2

• また、①地域の多様な健康ニーズの充足、医療・介護体制への貢献、②関連産業との連携を含めた新産業創
出・市場拡大、③産業創出に向けた基盤の整備 に取り組み、地域に根ざしたヘルスケア産業の創出を図る。

公的医療保険・介護保険
（地域包括ケアシステム）

農業・観光等の地域産業や
スポーツ関連産業等との連携

②市場拡大
（新産業創出）

公的保険外の
運動、栄養、保健サービス等

産業創出の基盤
例：エビデンス構築、ガイドライン、資金調達、人材育成 等

①地域医療・介護
体制への貢献

【地域に根ざしたヘルスケア産業の創出】

次世代ヘルスケア産業の創出に向けたコンセプト



・補助金額上限（補助率）
<実証事業> 1,000万円（補助率1/2）
<事業可能性調査> 500万円（補助率1/2）

・補助対象経費
‐人件費
‐事業費（旅費・謝金・備品費その他諸経費）
‐委託費（事業者が直接実施できないもの）

事業スキーム（※令和３年度事業） 具体的なテーマ（抜粋・要約）

3

ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金
～地域や職域の課題に応えるビジネスモデル確立に向けた実証事業～

• 地域や職域が抱える健康課題の解決を目指すヘルスケアサービスの提供に向け、そのビジネスモデル確立に向けた
実証事業に係る費用補助を行う。

• 令和３年度は、事業が成立する可能性を検証するための事業（事業可能性調査）も対象。

I. 生活習慣病の予防など、行動変容を促し、
個人の自発的な健康づくりに繋がるサービス
（医療機関などと連携）

II. 地域が抱えている健康課題の解決を図り、
ビジネスモデルについて、他地域への拡がりが期待で
きるサービス
（地方公共団体などと連携）

III. その他、健康の保持・増進、介護予防を通じた、
健康寿命延伸の効果が高いと思われるサービス

事業管理団体
経済産業省 サービス事業者

（民間事業者）

申請
事業執行

事業補助
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• ヘルスケア分野（医療・健康、介護）におけるPFS/SIB※について、①案件形成支援を通じたモデル事業の創出、
②事業実施のためのエビデンス整備や手引きの作成、③セミナー開催等を通じた普及啓発を実施。

ヘルスケア分野でのPFS/SIBの普及促進

直近の主な取組・実績（R3.1時点）

① モデル事業創出
 平成28年度から意欲ある自治体に対し、ヘルス
ケア分野でのSIB導入案件組成を支援。

② エビデンス整備・手引き作成
 神戸市及び八王子市SIB事業の総括レポート
を作成

 医療・健康及び介護における分野別手引きを
厚労省と共同作成（経産省HPで公開中）

③ 普及啓発
 各経済産業局において、PFS/SIB活用セミ
ナー・個別相談会等を開催
（四国地域においても昨年度開催）

案件形成支援事例（介護予防）
徳島県美馬市

【事業】
20歳以上の市民を対象に、プロスポーツクラブと
連携したプログラムを実施。
運動機能改善や運動習慣の定着を図り、将来
的な介護費の適正化につなげる。
【期間】
５年（令和元年～令和5年度）
【サービス提供者】
徳島ヴォルティス、大塚製薬、
RBody Project、タニタヘルスリンク

【成果指標】
・プログラム参加者数
・運動週間の改善度
・基本チェックリストの改善度（65歳以上のみ対象）

※PFS：Pay For Success ･･･ 成果連動型民間委託契約方式
SIB：Social Impact Bond･･･ PFSの一類型で、民間からの資金調達を伴うもの

成果連動型民間委託契約方式 医療・健康及び介護分野の手引き
（厚生労働省・経済産業省）より抜粋



ヘルスケア
ベンチャー等

ヘルスケア
ベンチャー等

ヘルスケア
ベンチャー等

＜相談内容イメージ＞
 資金調達
 人材確保
 事業に関する相談・アドバイス
 日本企業の海外進出
 海外企業の日本進出

【サポーター団体】（想定）
・官民ファンド担当者（INCJ、REVIC、中小機構、
CJ機構 等）
・民間VC
・AMED、JST、NEDO
・JETRO、JICA、JBIC
・海外行政機関
・大学・研究機関
・人材会社
・異業種企業（IT、不動産 等）

相談内容に合わせて
紹介・マッチング

相談

マッチング

ワンストップ窓口
「Healthcare Innovation Hub（通称：イノハブ）」

・相談内容・知見の集約
・厚労省窓口との連携（薬機法関連）
・ヘルスケアコミュニティーの形成

厚労省窓口
・薬機法関連、保険制度等の
相談連携

イベント・交流会
・窓口をハブとしたヘルスケア分野
のコミュニティーの形成・強化
・異業種との交流
・海外企業との交流

6

「Healthcare Innovation Hub（通称：InnoHub）」
• ヘルスケアに関わるベンチャー企業等向けにワンストップ相談窓口を設置。ビジネスモデルや海外展開などの幅広い

相談に対応。資金調達については、官民ファンドのみならず、民間VCを巻き込み支援。（例：VCとの面談）

• また、国のベンチャー支援関連施策の情報も集約化し、HPにて公表。

• 本窓口をハブとして、ベンチャー、官民ファンド、民間VC、その他関連企業の交流を促し、イノベーションを促進。



四国地域におけるヘルスケアビジネスの展開に関する実証研究調査

背
景

• 四国では、過疎化や高齢化が進み、生活習慣病罹患率の上昇など、様々な健康課題が顕在化。

• こうした中、多様化する健康課題に対応するためは、
「予防」をはじめとする公的保険外のヘルスケアサービスが果たす役割が重要である。

• 一方、サービス提供事業者においては、課題をもつ自治体福祉や医療・介護現場などへのアプローチが
難しく、連携が十分に進んでいない。また、収益化やビジネスモデルの構築にも課題を抱えている。
→ 域内の担い手（サービス提供事業者）は不足しており、解決手法（サービス）も硬直化

事
業
内
容

①検討会（ケーススタディ）
・ 地域における健康課題の解決を図る事業者の
ヘルスケアサービスについて、ビジネスモデルの検討、
ブラッシュアップを行う。

・ 具体的には、自治体や医療介護関係の有識者等
を招聘し、課題や解決手法、必要な連携について
議論し、事業化を後押しする。
＝モデル事例の創出

②報告会（情報連絡会）
・ ①で得られた検討結果や課題について、
他の事業者・自治体等の関係機関にも
発表・共有する。

・ 併せて、ヘルスケア分野での事業展開や
健康課題の解決に関して、参考となる
基調講演（先進事例の紹介）を予定。
＝横展開、事業ノウハウ・ヒントの共有

→ ヘルスケア分野への新たなプレイヤーの参画、ヘルスケアビジネスの自発的な創出・拡大に繋げる

R3.10～R4.1 R4.2（予定）
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参考



事業イメージ事業の内容

ヘルスケアサービス社会実装事業
令和4年度概算要求額 9.0億円（7.0億円）

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

国
補助

民間企業
等 補助（1/2）

委託・補助（1/2）
民間企業
等

事業目的・概要
 コロナ禍において、人々に予防・健康づくりの価値が再認識される中、ウィズ／ポ
ストコロナに向け、社会全体の健康投資の更なる促進とともに、適切なヘルスケア
サービスが創出され、活用される環境（社会実装の仕組み）の整備が重要です。

 具体的には、
① 予防・健康づくりへの投資を促進するため、健康経営のさらなる普及拡大とと

もに、より効果的な取組の評価・分析や情報開示等を推進し、社会全体で
「健康」に投資することの価値を可視化します。

② 新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上を図るため、サービス提供主体の
自主的な質の向上を促すとともに、ヘルスケアサービスの社会的・経済的効果
を確立するための実証等を行います。
同時に、個人に即したヘルスケアサービスの提供を目指し、人々が自身の健
康等情報を健康づくり等に活用できる仕組みであるPHR（Personal
Health Record）を適切に利活用したサービスが創出され、人々に広く活
用されるための環境整備に取り組みます。

成果目標
 令和４年度までの３年間の事業であり、健康・医療戦略で設定されるKPIの達
成を目指します。

 令和４年度までの３年間の実証を実施後、その成果を踏まえて、健康経営優良
法人制度等、疾病予防や介護予防の促進等に関連した施策への反映を検討し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

①予防・健康づくりへの関心向上と健康への投資促進

②新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上
 新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上を図るため以下に取り組みます。
・ ヘルスケアスタートアップ企業への支援（InnoHub、JHeC等）
・ 地域におけるヘルスケアビジネスの創出のための実証の支援
・ 認知症共生社会の実現に向けて、認知症の方・ご家族の方のQOL向上や
インフォーマルケアコスト削減等の社会的・経済的効果に関する事業者等による
実証の支援

・ ヘルスケアサービスの質を担保するための業界自主ガイドラインの策定の支援
 PHRを利活用したサービス普及のために以下に取り組みます。
・ 今後の国内PHRサービスの発展に向けた調査・検討
・ より高いサービス水準を目指すためのガイドラインの策定の支援
・ PHRを効率的にサービス移行できるようなデータポータビリティ確保に向けた調査

等

 上場企業の健康経営の取組強化に取り組みます。
・ 健康経営の取組に関する評価結果の開示等と、
社会から評価される仕組みの構築
・ 国際的な展開を見据えた、
健康経営の共通の評価指標の創出

 中小企業への健康経営の拡大に取り組みます。
・ 健康経営による企業の生産性向上の効果の検証
・ 健康経営のメリットの可視化を通じた労働者等の
ステークホルダーからの評価向上

・ サプライチェーン等、健康経営のスコープの拡大

SYCA4568
長方形



地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業
令和4年度概算要求額 10.2億円（5.6億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課
地域経済活性化戦略室
商務・サービスグループ
クールジャパン政策課
中小企業庁
創業・新事業促進課

事業目的・概要
 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が困
難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル創出が
必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等の地域内
の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取
組（地域と企業の持続的共生）を支援します。また、コロナ禍で若者を中心に
地方生活の関心が高まっている中、若者人材に訴求できる仕事やキャリアを地
域ぐるみで提供する取組を支援します。

 また、地域で持続的に課題解決を行うためには、地方公共団体からの地域課
題の提示や地域内外の関係主体の連携体制の構築が重要です。このため地
方公共団体の課題のオープン化や企業とのマッチング等を行います。

 加えて、地域の課題に対応する新たなサービスを創出する担い手を育成するため、
若年層のうちから地域の社会課題をビジネスとして解決を図る「起業家教育」の
推進により、将来の地域経済の担い手の育成を支援します。

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

成果目標
 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの
構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、
課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすること等を目指します。

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３、１/２以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

（２）委託

• ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5
地域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取
組に必要な経費の一部を支援します。また他の企業との連携等により更な
る広域展開を行う場合は、支援を拡充します。
【補助率：２/３以内、補助対象者：中小企業等】

• 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事
業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等
とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、
求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。
【補助率：１/２以内、補助対象者：民間事業者等】

• 地方公共団体が解決を目指す地域・社会課題のオープン化を促すための
地方公共団体向けのセミナーを実施するとともに、一緒に解決を目指す創
業者、ベンチャー企業やデザイナー等とのマッチング機会等を作ります。

• 地域課題解決という身近なテーマで起業家教育に取り組む高等学校等に
対し、学校教員がリーチできない外部の起業家や産業界との接点を設ける
ことができる民間のコーディネーターによる授業のサポートや、教育現場への
起業家の派遣等を通じて、将来の地域経済の担い手を育成します。

（１）広域的課題解決、若者人材確保プロジェクト実証

（２）地域・社会課題の発掘、起業家教育の実施

イメージ例

SYCA4568
長方形



医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業
令和４年度概算要求額 52.7億円（44.5億円）

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
 少子高齢化に伴い、医療や介護の現場における課題への対応が、より重要性
を増しています。医療の現場においては、医療者の過重労働や医療の地域格
差の解消、加療期間を短縮する治療方法、遠隔医療をはじめとした新たな医
療のあり方などが求められています。また、介護の現場においては、介護人材不
足への対応が求められています。

 これらの課題に対応するため、医療者・患者の負担低減、加療が困難な疾病
に対する診断・治療を可能とするような、医療上価値の高い先進的な医療機
器・システム等の開発を支援します。

 また、高齢者の自立促進や介護者の負担軽減、非接触型介護をはじめとした
感染症への対策など、介護現場が抱える課題を解決するロボット介護機器の
開発を支援します。

 加えて、新型コロナウイルス等の感染症、各種災害等の非常事態においては、
必要な医療機器を迅速に医療現場等に供給できることが必要であり、医療機
器の安定供給に向けた取り組みを進めます。

成果目標（最終）
 令和９年度までに５件の医療機器等の実用化を目指します。
 令和９年度までに９件のロボット介護機器の実用化を目指します。

• 開発に伴うコストやリスクが高い、先進的な医療機器・システム等の開発を支援します。

• 将来の医療機器等の開発を見据え要素技術や基盤技術の開発を支援します。

情報支援内視鏡外科手術システム
熟練医師の暗黙知をAI等
の技術によりデータ化

光超音波３Dイメージングによる
画像診断装置

微細な動静脈、リンパ管を「見える化」する
画像解析システムを実現

採択例１ 採択例２

光超音波3Dイメージングの原理図

超音波センサ

パルスレーザ

画像化システム

超音波発生

システムイメージ

• 革新的な医療機器等の速やかな実用化を目指し、薬機法の承認審査を迅速化するための
開発ガイドラインを、厚生労働省等と連携し、策定します。

国
定額補助 (研)日本医療研究

開発機構
(AMED)

補助
(2/3、1/2、

1/3)

委託

民間企業等

（１）先進的医療機器・システム等開発プロジェクト（令和元年度～６年度）

（２）基盤技術開発プロジェクト（令和元年度～６年度）

• 介護現場の課題を解決するロボット介護機器の開発を支援します。また、安全性や効果評
価等海外展開につなげるための環境整備を行います。

（５）ロボット介護機器開発プロジェクト（令和３年度～６年度）

（３）医療機器等開発ガイドラインの策定

• 感染症、各種災害等の対応に必要となる医療機器や、海外依存度の高い医療機器（部
品・消耗品を含む）を国内で生産するための開発を支援します。

（４）医療機器開発体制強靭化（令和３年度～６年度）

SYCA4568
長方形



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

四国地方整備局からの情報提供

令和３年１２月１４日

建政部 都市・住宅整備課

【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会 行政説明７ 四国地方整備局】
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律

（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を拒まない住宅
（登録住宅(セーフティネット住宅)）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

3



新たな住宅セーフティネット制度（住宅確保要配慮者の範囲）

4

① 低額所得者

（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して

いる者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの

として国土交通省令で定める者

法律で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。

・外国人 等

（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある

者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦

人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所

者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正

施設退所者、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者

（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が

供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者



○ 規模

・床面積が一定の規模以上であること

※ 各戸25㎡以上
ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えるこ
とで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保
されるときは、18㎡以上

※ 共同居住型住宅の場合、別途定める基準

○ 構造・設備

・耐震性を有すること
（耐震性を確保する見込みがある場合を含む）※検討中

・一定の設備（台所、便所、浴室等）
を設置していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失し
ないこと

○ 基本方針・地方公共団体が定める
計画に照らして適切であること 等

登録基準

○ 住宅全体

・住宅全体の面積

15 ㎡ × N ＋ 10㎡以上

（N:居住人数、N≧２）

○ 専用居室

・専用居室の入居者は１人とする

・専用居室の面積

９㎡以上（造り付けの収納の面積を含む）

○ 共用部分

・共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗
面、

洗濯室（場）、浴室又はシャワー室を設ける

・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人
数概ね５人につき１箇所の割合で設ける

共同居住型住宅（シェアハウス）の基準

セーフティネット住宅の登録基準

5

※別途、ひとり親向けのシェアハウスの基準あり※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、耐震性
等を除く基準の一部について、強化・緩和が可能

※ １戸から登録可能



施行状況 備考

住宅確保要配慮
者円滑入居賃貸
住宅の登録

６１２，７４２戸
（４７都道府県）

北海道１５,６７１戸、青森県４,４３４戸、岩手県７,６０３戸、宮城県１５,０６５戸、秋田県４，０６３戸、山形県５,３２６

戸、福島県１８,３７５戸、茨城県１１，０４１戸、栃木県１５，８８８戸、群馬県１５，８１５戸、埼玉県４５,２２１戸、千

葉県３４,５９３戸、東京都４１,１２６戸、神奈川県２５，３９３戸、新潟県５,６７６戸、富山県４，６５７戸、石川県８,１

８１戸、福井県１,２９３戸、山梨県３,８７９戸、長野県９５５戸、岐阜県１４，３１４戸、静岡県３０,３４３戸、愛知県５

８,２８８戸、三重２,７４６戸、滋賀県９,９５４戸、京都府１１,８２３戸、大阪府３５,９７７戸、兵庫県２６,９６１戸、奈良

県３,７７６戸、和歌山県１９８戸、鳥取県５,７５０戸、島根県４,５０６戸、岡山県６,４２５戸、広島県１,１９３戸、山口

県４,６３８戸、徳島県６,９０３戸、香川県１２,８４１戸、愛媛県１１,４８８戸、高知県２,８８５戸、福岡県２６，３９５戸、

佐賀県６，３６５戸、長崎県１,２４５戸、熊本県１５,６６３戸、大分県９,５９５戸、宮崎県３５戸、鹿児島県６,８７２戸、

沖縄県１１,３０８戸

居住支援法人
の指定

４５９者
（４７都道府県）

北海道２８者、青森県３者、秋田県１者、岩手県６者、宮城県１２者、山形県３者、福島県６者、茨城県４者、栃木

県６者、群馬県５者、埼玉県１１者、千葉県１９者、東京都３９者、神奈川県１４者、新潟県３者、富山県２者、石

川県７者、福井県６者、山梨県４者、長野県２者、岐阜県５者、静岡県８者、愛知県２３者、三重県３者、滋賀県４

者、京都府１６者、大阪府７４者、兵庫県１９者、奈良県７者、和歌山県８者、鳥取県２者、島根県１者、岡山県９

者、広島県４者、山口県５者、徳島県１者、香川県３者、愛媛県７者、高知県３者、福岡県３５者、佐賀県４者、長

崎県３者、熊本県１４者、大分県９者、宮崎県２者、鹿児島県３者、沖縄県６者

居住支援協議会
の設立

１０９協議会

４７都道府県

６４市区町（北海道札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代田区、新宿

区、文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、大

田区、世田谷区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、町田市、西東京市、日野市、狛江市、多摩市、川崎市、

横浜市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、岐阜市、小海町、名古屋市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、

豊中市、岸和田市、神戸市、宝塚市、姫路市、広島市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、中間市、大牟

田市、うきは市、熊本市、合志市、とくのしま（徳之島町・天城町・伊仙町））

供給促進計画
の策定

３７都道府県
１７市町

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、新潟県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、山口

県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、

旭川市、盛岡市、いわき市、茂木町、さいたま市、西東京市、横浜市、川崎市、相模原市、長泉町、岡崎市、加

古川市、倉敷市、広島市、福岡市、熊本市、大分市

住宅セーフティネット制度の施行状況（R3.9.30時点）
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成２９年４月２６日公布 １０月２５日施行）

【住宅セーフティネット制度の施行状況】

※家賃債務保証業者の登録：８３者 6
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セーフティネット登録住宅の登録戸数の月別推移（H30.6～R3.9）※月末時点

7

（戸）

改正住宅セーフティネット法
の施行（H29.10.25）

①省令改正による登録手
続の簡素化（H30.7.10）
②手数料廃止等の要請
（H30.7～）

目標：17.5万戸
（R3.3）

③CSVデータによる一括申請の導
入（R1.5.16）
〇全ての都道府県で手数料廃止・
大幅減額（R1.6月議会）

④業界団体連携による一括申請
（データ連携型）の導入（R2.3）
○全ての政令市・中核市で手数料
廃止・大幅減額（R2.3月議会）

＜促進策：第１弾＞

＜促進策：第２弾＞

＜促進策：第３弾＞



賃貸住宅供給促進計画の策定と基準緩和の状況（R3.9.30時点）

8

・賃貸住宅供給促進計画は３７都道府県、１７市町で策定済み。
・面積基準の緩和は１５都府県、８市で実施、住宅確保要配慮者の追加は３５都道府県、１６市町で実施。

●面積基準の緩和

１５都府県、８市

●住宅確保要配慮者の追加

３５都道府県・１６市町

●計画の策定

３７都道府県、１７市町

計画策定済

面積基準の緩和

計画策定等の状況（都道府県）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島
県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、旭川市、盛岡市、
いわき市、茂木町、さいたま市、西東京市、横浜市、川崎
市、相模原市、長泉町、岡崎市、加古川市、倉敷市、広島
市、福岡市、熊本市、大分市

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知
県、大阪府、鳥取県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐
賀県、長崎県、いわき市、さいたま市、横浜市、川崎市、相
模原市、岡崎市、福岡市、熊本市



セーフティネット住宅情報提供システム（H29.10.20運用開始）

9

国では、セーフティネット住宅をWeb上で検索・閲覧・申請できるとともに、事業者に
よる登録申請や地方公共団体における登録事務などを支援するための「セーフティネッ
ト住宅情報提供システム」※を広く提供。（平成29年10月20日より運用開始）

※https://www.safetynet-jutaku.jp

情報提供
システム

都
道
府
県
等

事業者

①セーフティネッ
ト住宅の登録
データの入力

②登録申請※

③登録手続き

④セーフティネット
住宅の検索・閲覧

要配慮者等

※平成30年７月10日のシステム改修により、システム上での申請を可能とした。

（画面イメージ）



■令和２年度の補助事業実施見込み自治体
※R2.4アンケートを元に、R2.8に聞き取り調査等により確認

都道
府県

政令市
中核市

改修
費

家賃
家賃
債務
保証料

北海道

札幌市 ◎

網走市 ◎ ◎

音更町 ◎ ◎

岩手県

盛岡市 ◎

花巻市 ◎ ◎ ◎

一関市 ◎

宮城県 大崎市 ◎ ◎

山形県

（県） ○

山形市 ◎ ◎

鶴岡市 ◎ ◎ ◎

寒河江市 ◎

南陽市 ◎ ◎ ◎

大石田町 ◎

舟形町 ◎

白鷹町 ◎ ◎ ◎

福島県 石川町 ◎

栃木県
栃木市 ◎

茂木町 ◎

群馬県 前橋市 ◎

埼玉県 さいたま市 ◎

千葉県
千葉市 ◎

船橋市 ◎

東京都

（都） ○ ○ ○

墨田区 ◎ ◎

世田谷区 ◎

豊島区 ◎ ◎ ◎

練馬区 ◎ ◎

八王子市 ◎ ◎ ◎

府中市 ◎

都道
府県

政令市
中核市

改修
費

家賃
家賃
債務
保証料

神奈川県 横浜市 ◎ ◎

静岡県 長泉町 ◎

愛知県
名古屋市 ◎ ◎ ◎

岡崎市 ◎ ◎

京都府
京都市 ◎ ◎ ◎

宇治市 ◎

大阪府
（府） ◎

豊中市 ◎

兵庫県

（県） ○ ○ ○

神戸市 ◎

姫路市 ◎

神河町 ◎

和歌山県 （県） ◎

岡山県 倉敷市 ◎

鳥取県

（県） ○ ○ ○

鳥取市 ◎ ◎ ◎

倉吉市 ◎ ◎

南部町 ◎

徳島県
（県） ○ ◎/○

東みよし町 ◎

福岡県

（県） ○

福岡市 ◎ ◎ ◎

朝倉市 ◎

鹿児島県

（県） ○

薩摩川内市 ◎ ◎

徳之島町 ◎

沖縄県
那覇市 ◎

竹富町 ◎

◎：社総交又は公的賃貸住宅家賃対策
調整補助金による支援を実施

○：都府県単費による支援（市区町村
への補助）を実施

１．登録住宅の改修に対する支援措置
（補助を受けた住宅は専用住宅化）

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置
（専用住宅として登録された住宅）

事業主体等 Ⅰ 大家等 Ⅱ 家賃債務保証会社等

補助対象
Ⅰ 家賃低廉化に要する費用 Ⅱ 入居時の家賃債務保証料

（国費上限２万円／月・戸） （国費上限３万円／戸）

補助率 国１／２ ＋ 地方１／２（地方が実施する場合の間接補助）

入居者要件等
入居者収入（月収15.8万円以下）及び補助期間（Ⅰは原則10年

以内等）について一定要件あり

事業主体等 大家等

補助対象工事

①共同居住用住居への用途変更・間取り変更、②バリアフ
リー改修(外構部分含む)、③防火・消火対策工事、④子育て
世帯対応改修、⑤耐震改修、⑥居住のために最低限必要と認
められた工事、⑦居住支援協議会等が必要と認める改修工事

補助率・補助
限度額

【補助金】：国１／３
（制度の立上り期、国の直接補助）

【交付金】：国１／３ ＋ 地方１／３
（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

※国費限度額はいずれも50万円／戸
（①②③④⑤を実施する場合、補助限度額を50万円／戸加算）

入居者要件等 家賃水準について一定要件あり (特に補助金は公営住宅に準じた家賃)

その他 要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であること

※「登録住宅」と「専用住宅」

・登録住宅：住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録した住宅
・専用住宅：登録住宅のうち住宅確保要配慮者専用住宅として登録した住宅

（複数の属性の住宅確保要配慮者を入居対象者として設定可能）

セーフティネット住宅（専用住宅）への経済的支援の概要・実施見込み（R2.8時点）

令和２年８月時点の調査では、セーフティネット
住宅の改修費が35団体、家賃低廉化等※が41団体
で補助事業を実施見込み。

※家賃低廉化35団体＋家賃債務保証料低廉化のみ実施6団体
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居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円等）。
・［R３年度予算］共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.8億円）の内数

居住支援法人制度の概要

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。

11



居住支援協議会の概要

概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動
産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立

 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施

12

（１）設立状況 109協議会が設立（令和3年9月30日時点）

○ 都道府県（全都道府県）
○ 市区町（64市区町）

札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代田区、新宿区、
文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、
葛飾区、大田区、世田谷区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、町田市、西東京市、日野
市、狛江市、多摩市、川崎市、横浜市、鎌倉市、相模原市、藤沢市、岐阜市、小海町、名古屋
市、岡崎市、瀬戸市、豊田市、京都市、宇治市、豊中市、岸和田市、神戸市、宝塚市、姫路市、
広島市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、大牟田市、うきは市、中間市、熊本市、合志
市、とくのしま（徳之島町・天城町・伊仙町）

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・メンバー間の意見・情報交換
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋
・住宅相談サービスの実施
（住宅相談会の開催、住宅相談員の配置等）
・家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介
・賃貸人や要配慮者を対象とした講演会等の開催

（３）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への
入居の円滑化に関する取り組みを支援
〔令和３年度予算〕
共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.8億円）の内数



サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

13

ハード ○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

契約内容 ○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい
るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

【登録基準】

【入居者要件】

・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

○バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正により創設

（平成23年４月公布・同年10月施行）

○料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、居住者のニーズにあった
住まいの選択が可能。

戸数 270,244戸

棟数 7,956棟

【登録状況（R3.9末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け住まい・施設の利用者数

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査分）
【H30~】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R1.10.1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（利用者数ではなく定員数）による。サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R2.9.30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

○サービス付き高齢者向け住宅は、短期間で一定程度の普及
（R3.9末時点で270,244戸）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護
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91%

71%
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87%

90%

91%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

全体

（2年未満を除く）

開設後

1年未満

開設後

1年～2年

開設後

2年～3年

開設後

3年～4年

開設後

4年以上経過

H25年度入居率 H26年度入居率 H27年度入居率 H28年度入居率 H29年度入居率 H30年度入居率 R1年度入居率 R2年度入居率

サービス付き高齢者向け住宅の入居率

※H25年度末～R2年度末で回収されたサービス付き高齢者向け住宅整備事業の定期報告を集計。

○ 開設後２年程度は入居率が低い傾向にある。これは、高齢者向けの住宅は、付帯するサービスの確認や家族・ケ
アマネージャーとの調整、入居者の状況に応じた受入体制の確保などに一定の時間を要するためと考えられる。

○ 開設後２年未満の住宅を除くと令和２年度の入居率は91％となっている。
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1.8%

12.3%

6.9%

14.3%

28.7%

21.4%

23.6%

29.2%

26.4%

18.5%

16.0%

17.3%

14.9%

7.8%

11.4%

18.6%

5.1%

12.0%

3.9%

0.7%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市圏

地方圏

全国

～６万円 ６～８万円 ８～10万円 10～12万円 12～14万円 14～20万円 20～25万円 25～30万円 30万円～

サービス付き高齢者向け住宅の入居費用

○サービス付き高齢者向け住宅の入居費用（月額） ※

※家賃・共益費・必須サービス(生活相談・見守り)費用の合計 ただし、必須サービス費用は、介護保険適用分(1割負担)を除く。
※令和3年8月末時点における登録情報による
※大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
地 方 圏：その他の道県

家賃、共益費、サービス費（生活相談・見守り）を合計した入居費用は月額約１１万円程度

平均：9.0万円

平均：12.6万円

平均：10.8万円
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サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置

17

「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費に対して、国が民間事業者・医療法人・
社会福祉法人・NPO等に直接補助を行う。 補助期間は令和７年度まで。

＜対 象＞ 登録されたサービス付き高齢者向け住宅等
＜補助率等＞ 住宅 ：新築 1/10 （上限 70 〔令和２年度までは90〕・120・135万円/戸）※1

改修 1/3 （上限195 〔 〃 180〕万円/戸等）
既設改修※2 1/3 （上限 10万円/戸）

高齢者生活支援施設※3 ： 新築 1/10 、 改修 1/3 （上限 1,000万円/施設）

○サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受ける賃貸住宅の建設・改良に必要な資金、又は当該賃

貸住宅とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付け

○住宅融資保険の対象とすることによる支援
民間金融機関が実施するサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係るリバースモーゲージ型住

宅ローン（死亡時一括償還型融資）に対して、住宅融資保険の対象とすることにより支援

予
算

税
制

融
資

《（独）住宅金融支援機構が実施》

固定資産税
５年間税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内に
おいて市町村が条例で定める割合を軽減

令和5年3月31日までに
取得等した場合に適用

不動産取得税
（家屋）課税標準から1,200万円控除/戸

（土地）家屋の床面積の２倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額

※1 床面積等に応じて設定、 ※2 既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサービス提供を可能とする工事に限る
※3 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、診療所、看護事業の用に供する施設の新築に係る整備費用を対象外とする

《サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制》

《スマートウェルネス住宅等推進事業：令和３年度予算案 ２３０億円》

下線部は令和３年度拡充、延長等



スマートウェルネス住宅等推進事業

○介護予防や健康増進、多世代交流、子育て世帯への支援等を考慮した先導
的な住環境整備に係る取組として選定されるものに対して支援を実施

③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

○新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して
住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合及びこれに子育て支援施設を併設
する場合の改修費に対して支援を実施

②セーフティネット住宅改修事業 （住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

補助率：1/3 補助限度額：50万円／戸 1,000万円／施設 等

補助率：新築1/10、改修2/3、技術の検証等に係る費用2/3

対象工事：バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用のための改修工事、
間取り変更工事、「新たな日常」に対応するための工事 等

既存ストックを
改修するサ高住
や セーフティ
ネット住宅

夫婦向けのサ高住

子育て支援施設

高齢者生活
支援施設

○サービス付き高齢者向け住宅の供給の加速や多様な居住ニーズに応じた整備の推進を図るため、整備費に対して支援を実施

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

新築 1/10（上限 70・120・135万円／戸※）
改修 1/3  （上限 195万円／戸 等）
既設改修※ 1/3 （上限 10万円／戸）

新築 1/10（上限1,000万円／施設 ）
改修 1/3 （上限1,000万円／施設 ）

※新築の場合は、介護関連施設（デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 等）、
病院、診療所、訪問看護事業所を補助対象外とする。

【住宅】
【高齢者生活
支援施設※】※床面積等に応じて設定

○子育て世帯等のための支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等
に対して、集中的・重点的に支援を実施

④地域生活拠点型再開発事業

補助率：国1/3（ただし地方公共団体の補助する額の1/2以内）
補助対象：調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

子育て世帯等のための
支援施設や住まいの整
備を伴う市街地再開発
事業等を集中的・重点
的に支援

多様な世帯の互
助や交流の促進
（ごちゃまぜ）
のまちづくり

※既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサービス提供を可能とする工事

地域のサービス
拠点施設を併設

するサ高住

ICTを活用した見守
り等の先導的取組

一般のサ高住

下線部は令和3年度予算における見直し・拡充事項

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェルネス
住宅）を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット登録住宅の整備、先導的な住環境整備
及び子育て世帯等のための支援施設等の整備を伴う市街地再開発事業等に対して支援。

※社会資本整備総合交付金等による支援も実施

※事業期間を5年間延長（令和３年度～令和7年度）
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○事業期限の延長（令和7年度まで）

○既存ストックの活用の推進

・ 既存ストックを改修する場合の補助限度額をひき上げ：180 → 195万円／戸

・ 新築（25㎡未満の住宅）の補助限度額をひき下げ：90 → 70万円／戸

・ 既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触でのサー

ビス提供を可能とする工事に対する補助（新規）

（補助率：１／３、補助限度額：10万円／戸）

○防災の観点から新築の補助要件等を追加

※「要件」の赤字を参照

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要

○高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること

○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように

定められていること

○入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと

○市町村のまちづくり方針と整合していること

○運営情報の提供を行うこと

○入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域に該当しないこと

○新築及び改修のサ高住では、地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住

宅又は福祉避難所としての利用について要請があったときは、協定締結等の

協議に応じること。また、発災時には、運営上支障がある等の特段の事情が

ある場合を除き、地方公共団体と協議の上、要配慮者（原則としてサ高住入

居資格を有する者）を受け入れること

○家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～24.0万円／月）

とすること。 等

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 195万円／戸 （※２）

新
築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０

135万円／戸
住棟の全住戸数の２割
を上限に適用（※３）

床面積25㎡以上 120万円／戸

床面積25㎡未満 70万円／戸

既設改修 １／３ 10万円／戸
既設サ高住のIoT導入
に対する補助を追加

補助率 限度額 補助対象（※１）

改修 １／３ 1,000万円／施設 ○

新
築

地域交流施設等（※２）

１／１０ 1,000万円／施設
○

介護関連施設等（※３） ×

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法

令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事（高齢者住まい法上必要

となる住宅設備の設置等）に限る。

※２ 限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、①階段室型の

共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する、②戸建住宅や事務所等を活用し、用

途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要となる、のいずれか

の改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。

※３ 住棟の全住戸数の２割を超える住戸の限度額は120万円／戸。ただし、入居世帯を夫

婦等に限定する場合、上限に関わらず当該住戸の補助限度額は135万円／戸。

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

※２ 地域交流施設、生活相談サービス施設、健康維持施設等で、地方公共団体など地域

との連携を行うもの。

※３ 訪問介護事業所、通所介護事業所、居宅介護支援事業所等の介護関連施設、病院、

診療所、看護事業の用に供する施設。

予算のポイント

高齢者生活支援施設

要件
補助内容の概要下線部は令和３年度から追加した要件

住宅

（例）緊急通報 ・健康相談システム

下線部は令和３年度に拡充･重点化した内容
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＜支援の内容＞
○ 地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための「地域公共交通計画」の策定に資する調査等

＜支援の内容＞

○ 高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援

・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域内交通の運行や
車両購入、貨客混載の導入を支援

○ 離島航路・航空路の運航
・離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞

○ 高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備

○ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

＜支援の内容＞
○ 被災地の幹線バスの運行 ○ 仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

被災地域地域間幹線系統確保維持事業／特定被災地域公共交通調査事業
（【東日本大震災対応】被災地のバス交通等に対する柔軟な支援）

地域公共交通確保維持改善事業の概要

令和３年度予算案 ４億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みを強化（令和２年１１月２７日施行） ）

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通利便増進実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、利便性向上・運行効率化等のため
のバス路線の再編、旅客運送サービス継続のためのデマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援

地域公共交通調査等事業
（持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画策定等の後押し）

線
路
側

ホ
ー
ム
側

○ 地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、計
画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和３年度予算案 ２０６億円
（前年度比 1.01倍）

1

【四国管内地域包括ケア等推進関係省庁連絡会 行政説明８ 四国運輸局】



様々な輸送モードについて

規範 運送形態 ナンバープレート 運行例

道
路
運
送
法

バス事業者が運行

市町村がバス事業者に委託して運行（コ
ミュニティバス）

市町村がバス・タクシー事業者に委託して
運行

タクシー事業者が運行

市町村が実施（市町村営バス／コミュニ
ティバス）

NPO法人等が福祉輸送として実施

－
地域における助け合い活動の一環として
移動を支援 等

バス

乗合タクシー

タクシー

自家用有償旅客運送

高松 ○○

か・・-・1

高松 ○○

か

高松 ○○

か

高松 ○○

さ

・・-・1

・・-・1

・・-・1

高松 ○○

さ・・-・1道路運送法の許可又は
登録を要しない運送 ２



既存の公共交通利用の低廉化支援について

福祉タクシー助成事業

居住地とバス停との距離に応じて、500円～1000円のタクシー料金の一部を助成（年間50回まで）

【対象者】
乗合バスとコミュニティバスの停留所から家が300m以上離れている満70歳以上又は満65歳以上の
身体障害者等

バスや乗合タクシーなどの乗合モードが適合しない地域において、実際に利用されたチケット分の
公的負担により住民の移動を担保

タクシー利用に対する補助（愛媛県愛南町）

2000円の負担金（半年間有効）を支払い、「ゴールドＩｒｕＣａ」を利用することにより、
電車やバスの運賃が半額

【対象者】
高松市に在住する70歳以上

電車やバスの利用が促進されることにより、
外出促進に繋がる

公共交通（鉄道・路線バス）割引（香川県高松市）

３



剣山への来訪者の移動手段として登山バスを導入
積残し対応のため、町職員が安全運転講習を受講。

17地区で懇談会を開催運行終了後、毎日
運転手からヒアリング

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

H26 H27 H28 H29 H30 R1

人口一人当たりの利用回数

剣山

JR貞光駅

登山バス乗継ぎ

自家用有償旅客運送による取組事例① （徳島県つるぎ町）

（取組の概要）
民間路線バスの撤退を受け、つるぎ町がコミュニティバス（自家用有償旅客運送）を導入
移動需要をきめ細やかに把握しながら運行計画を策定するほか、細やかに変更し、
効率的な事業運営

満足度（利用者満足度95％）の高い交通ネットワークの形成

Google Mapを活用して作成

目的地となる街中の施設関係者が、
コミュニティバスによる外出をサポート。

幹線路線

フィーダー路線

凡例

登山バス路線

４



自家用有償旅客運送による取組事例② （愛媛県八幡浜市）

（取組の概要）
民間路線バス廃止・縮小の危機を受け、地域住民がNPOを設立。自家用有償旅客運送を導入
住民の会費（正会員入会費5000円＋年会費1000円（賛助会員入会費500円＋年会費500円））及びスクールバスの受託による事業運営
八幡浜市の交通、教育、福祉等各部署が連携し、各分野における便益向上を目指し、NPOの活動をバックアップ
高齢者の移動確保・外出機会創出に加え、児童・生徒の通学を含めた地域の移動手段をトータルで確保

高齢者の移動に加え、児童・生徒の通学需要にも対応
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【事業収支（千円）】

開始以降12年間黒字運営

運賃収入、入会費・年会費、スクールバス委託収入により
持続可能な運行を継続中

赤線：定時定路線等運行ルート
水色：域内デマンド範囲

日土地区の概要（みかん栽培がさかんな標高20m～600mの中山間地域）

日土地区

旧日土東
小学校

（H26休校）

日土小学校

旧青石中学校
（H29休校）

NPO事務所
（旧駐在所を活用）

５



許可・登録を要しない輸送による取組事例

◆高齢者等移動手段確保事業

●安全運転講習を受けた住民ボランティアドライバーによる輸送を実施（市内の７地区）。

【丸亀市による支援】
車両購入費、車両の維持管理に係る経費（法定点検費用、自動車保険料 等）を負担

【実施主体】
小学校区を単位とするコミュニティ組織

【対象者】
移動手段の乏しい65歳以上

住民互助による高齢者等の外出支援（香川県丸亀市）

６
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